
市会議第３１号 

 

   京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

 京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

   令和７年３月２５日提出 

 

提出者  市会運営委員会委員長 寺田 一博 

 

   京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部を

改正する条例 

第１条 京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部を次

のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

第２条 京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部を次

のように改正する。 

第２条第１号中「１，１２０，０００円」を「１，０７０，０００円」に改め、同条

第２号中「１，０３０，０００円」を「９８０，０００円」に改め、同条第３号中「９

６０，０００円」を「９２０，０００円」に改める。 

附 則 

この条例中第１条の規定は令和７年４月１日から、第２条の規定は令和９年４月１日か

ら施行する。 

 

提案理由 

 市会議員の議員報酬の額及び期末手当の支給割合を改定する必要があるので提案する。 


